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加須市監査委員 磯  勝次 

 

 

加須市監査委員 吉田 健一 

 

 

財政援助団体等監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を執行したので、 

同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。 

 

○写  

 



 

財政援助団体等監査結果 

 

 

Ⅰ 監査の対象 

市から補助金、負担金が交付されている団体のうち、監査委員の指定した加須市

社会福祉協議会、及び団体の会計事務を市職員が通帳や印鑑を管理し執行している

団体 

対象事業 対象団体 所管部課 

社会福祉協議会助成

事業 
加須市社会福祉協議会 福祉部社会福祉課 

保育団体助成事業 
加須市人権保育推進委員会 

福祉部保育課 
加須市騎西地区人権保育推進委員会 

観光協会支援事業 

加須市観光協会 
経済部商業観光課 

加須市観光協会加須支部 

加須市観光協会大利根支部 
大利根総合支所環

境経済課 
市民まつり開催事業 

加須市童謡のふる里おおとね市民ま

つり実行委員会 

給食センター管理運

営事業 

埼玉県東部地区学校給食センター運

営協議会 

学校教育部学校給

食課 

   

 

 

Ⅱ 監査の期間 

   平成２５年１０月１５日～平成２５年１２月２５日 

 

 

Ⅲ 監査の範囲 

平成２４年度に交付した補助金等に係る出納その他の事務の執行 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅳ 監査の方法 

補助金交付団体等に対する財政援助団体等監査は、市が財政的援助を行っている 

事業が、補助金の目的に沿って適正に、有効かつ効率的に執行されているか、当該 

団体に対する指導監督は適切に行われているかを主眼として監査した。 

監査実施に当たっては、必要な資料及び関係書類の提出を求め、監査委員事務局

職員による事前審査を行い、その後の監査では担当職員及び財政援助団体より逐次

説明を聴取し実施した。 

 

 

Ⅴ 監査の結果 

 

補助金の交付事務が、加須市補助金等の交付手続等に関する規則等に基づき適正

に執行されているか否か、補助事業が計画及び交付条件に従って実施され、十分効

果が上げられているかを共通着眼点として、補助事業の実施状況等について執行調

書、帳票及び簿冊をもとに照合を行った。 

その結果、補助金の交付目的に沿って概ね適正な事務処理がなされているものと

認められた。 

なお、一部において補助金交付要綱と異なる事務処理等改善を要するものが見受

けられたので、適正な事務処理に努められたい。 

詳細については、個々に述べるものとする。 

 

 



 

加須市社会福祉協議会 

 

    所管課：福祉部社会福祉課 

 

１ 事業の目的 

  加須市社会福祉協議会は、加須市における社会福祉事業その他社会福祉を目的とす

る事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

 

 

２ 事業の内容 

社会福祉協議会は、次の事業を行っている。 

  （１）高齢者福祉対策諸事業       （７）各種受託事業 

  （２）低所得者福祉対策諸事業      （８）地域福祉基金事業 等 

  （３）社会福祉対策諸事業          

  （４）社会奉仕活動振興のための諸事業 

  （５）介護保険事業 

  （６）障害者自立支援事業 

   

   

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、加須市社会福祉協議会補助金交付要綱に基づき、社会福祉協議会の運営

及び同協議会が実施する事業に要する経費に対し、88,014,077 円を交付している。 
  なお、補助金交付の考え方としては、職員人件費（介護保険事業及び障害者福祉サ

ービス事業並びに１００の湯維持管理従事者を除く。）及び事務所維持費（騎西及び大

利根支所分を除く。）並びに戦没者追悼事業経費相当額としている。 
 

                                （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

社会福祉協議会助成事業    88,505,015       88,014,077 

 

                                （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 

社会福祉法人 

加須市社会福祉協議会 
  88,163,077  88,505,015  88,014,077 

 ※この表の数値は、加須市社会福祉協議会に限って、補助対象事業のみの額である。 
 

 



 

 

４ 監査の結果及び意見 

■ 所管部課関係 

    社会福祉協議会をはじめとする各種福祉団体並びに市民との協働により、さらな

る地域福祉の推進を図られたい。 

 

■ 団体関係 

 （１） 補助金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は概ね適正に行われている   

と認められた。 

（２） 合併後、４地域のサービス内容の統一化に鋭意努められてきたが、引き続き 

     地域の特性も考慮しながらさらなる統一化に向け尽力されたい。 

（３）高齢化の進行に伴い、ますます地域福祉の重要性が増している。地域のリーダ 

ーやボランティアの育成をはじめとする諸活動により地域福祉の社会形成に尽 

力されたい。 

 

 



 

加須市人権保育推進委員会 

 

                         所管課：福祉部保育課 

 

１ 事業の目的 

  加須市人権保育推進委員会（以下「推進委員会」という。）は、加須市における人

権保育を推進し、人権問題の解決を図ることを目的とする。 

  ※人権保育とは、 

   ①子育て支援を必要とする家庭に対し子どもの育つ権利を保障する保育 

   ②いじめや差別を許さない豊かな感性を持った子どもを育てる保育 

 

 

２ 事業の内容 

 （１）先進地視察 

 （２）運動会協力 

 （３）夕涼み会協力 

 （４）保護者会研修会 

 （５）人権保育パンフレットの配布 等 

 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、人権保育を推進し、人権問題の解決を図るため、加須市における人権保

育推進委員会運営費補助金交付要綱に基づき、推進委員会の運営及び推進委員会が実

施する事業に要する経費に対し、２４８千円を交付している。 
 

                                （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

保育団体助成事業        247,920       248,000 

 

                                （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 

加須市人権保育推進委員会      248,150     247,920     248,000 

 

 



 

４ 監査の結果及び意見 

■ 所管部課関係 

（１） 補助金の交付申請が補助金交付要綱における申請期限以降となっている。総

会の開催時期が影響しているようであるが、期限内に申請を受け、審査のうえ、

補助金を速やかに交付されたい。 

（２） 小額（80円）であるが、支出額を上回って補助金が交付されている。加須市

補助金等の交付手続等に関する規則に基づき所定の手続きを取るよう指導され

たい。 

（３） 団体の会計について、市職員のみでなく、団体の会計役員と連携して実施さ

れたい。 

 

 

■ 団体関係 

   補助金交付申請については、要綱に定める提出期限までに申請し、事業の計画

的・効果的な実施（立替のないように）を図られたい。 

 



 

加須市騎西地域人権保育推進委員会 

 

所管課：福祉部保育課 

 

１ 事業の目的 

  加須市騎西地域人権保育推進委員会（以下「推進委員会」という。）は、騎西地域

における人権保育の推進を図り、人権問題の解決に資するとともに、乳幼児を健全に

育成し、明るい地域社会の形成に寄与することを目的とする。 
 

 

２ 事業の内容 

 （１）先進地視察 

 （２）運動会協力 

 （３）夕涼み会協力 

 （４）保護者会研修会 

 （５）人権保育パンフレットの配布 等 

 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、人権保育を推進し、人権問題の解決を図るため、加須市における人権保

育推進委員会運営費補助金交付要綱に基づき、推進委員会の運営及び推進委員会が実

施する事業に要する経費に対し、１６０千円を交付している。 
                                （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

保育団体助成事業        160,220       160,000 

 

                                （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 

加須市騎西地域人権保育推

進委員会 
     161,000     160,220     160,000 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 監査の結果及び意見 

■ 所管部課関係 

（１） 補助金の交付申請が補助金交付要綱における申請期限以降となっている。総

会の開催時期が影響しているようであるが、期限内に申請を受け、審査のうえ、

補助金を速やかに交付されたい。 

（２） 団体の会計について、市職員のみでなく、団体の会計役員と連携して実施さ

れたい。 

 

 

■ 団体関係 

    補助金交付申請については、要綱に定める提出期限までに申請し、事業の計画

的・効果的な実施を図られたい。 

 

 



 

加須市観光協会（本部・加須支部・大利根支部） 

 

                   所管課：経済部商業観光課 

        大利根総合支所環境経済課 

 

１ 事業の目的 

  加須市観光協会（以下「観光協会」という。）は、加須市の観光事業の発展と普及

に努め、観光資源の開発育成を促進してその保護改善を図るとともに、住民文化の発

展向上と産業経済の進展に寄与することを目的とする。 

 

 

２ 事業の内容 

（１）観光協会各支部事業助成 

    支部事業：観光イベントの実施、まつり、行事、郷土芸能等への助成ほか 

 （２）観光物産展等出展 

 （３）観光ボランティアガイド養成事業 

 （４）広告宣伝 

 （５）観光施設等整備 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、加須市観光協会補助金交付要綱に基づき、観光協会の運営及び観光協会

が実施する事業に要する経費に対し、７，８１９千円を交付している。 
                                                              （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

観光協会支援事業 9,325,419 7,819,000 

 

                                                              （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 

加須市観光協会本部   9,877,000  9,325,419  7,819,000 

（加須市観光協会加須支部） （3,680,000） （3,386,754） （3,085,536） 

（加須市観光協会大利根支部）  （810,000）   （681,447） （679,153） 

 ※カッコ内の数値は、本部から支部への助成額及び決算額並びに市補助金内訳である。 

 



 

４ 監査の結果及び意見 

■ 所管部課関係 

（１） 補助金交付要綱では、支部代表者単位で補助申請することになっているが、 

現状は加須市観光協会が一括申請し、同協会が支部に補助金を交付している。 

       補助金交付要綱に従って申請を受けるか、あるいは同要綱の改正を検討され 

    たい。 

  （２） 本部から支部へ助成金が交付されている。助成の目的、対象、成果等を把握 

       し、適切な事務処理の指導に努められたい。 

 （３） 支部から観光関連行事実行委員会等に助成金、奨励金が交付されている。助 

成等の目的、対象、成果等を把握し、適切な事務処理の指導に努められたい。 

 

■ 団体関係 

本部から支部へ、さらに支部から観光関連行事実行委員会等へ助成金、奨励金が

交付されている。助成等の目的、対象、成果等を把握し、適切な事務処理に努めら

れたい。 

 

 



 

加須市童謡のふる里おおとね市民まつり実行委員会 

 

所管課：大利根総合支所環境経済課 

 

 

１ 事業の目的 

  加須市童謡のふる里おおとね市民まつり実行委員会（以下「実行委員会」という。）

は、市民が主役となる加須市童謡のふる里おおとね市民まつり（以下「市民まつり」

という。）を通して、地域コミュニティーの推進、伝統文化の振興及び産業経済の総合

的な発展を図ることを目的とする。 

 

 

２ 事業の内容 

市民まつりの開催 

（農業、商工、健康まつりの同時開催） 

 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、市民まつりの開催に際し、加須市童謡のふる里おおとね市民まつり実行

委員会補助金交付要綱に基づき、実行委員会の運営及び実行委員会が実施する事業に

要する経費に対し、１，７００千円を交付している。 
 

                               （単位:円） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額 

市民まつり開催事業       1,800,150       1,700,000 

 

                               （単位:円） 

財政援助団体名 支出予算額 決算額 補助金額 

加須市童謡のふる里おおとね

市民まつり実行委員会 
  1,730,000   1,800,150   1,700,000 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 監査の結果及び意見 

■ 所管部課関係 

 引き続き補助金事務の適正執行に努められたい。 

 

 

 ■ 団体関係 

 （１） 補助金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は概ね適正に行われていると

認められた。 

 （２） 引き続き補助金の交付目的に沿って適正かつ効果的に執行され、地域コミュ

ニティーの推進、伝統文化の振興及び産業経済の総合的な発展に尽力されたい。 

 



 

埼玉県東部地区学校給食センター運営協議会 

 

  所管課：学校教育部学校給食課 

 

 

１ 事業の目的 

  埼玉県東部地区学校給食センター運営協議会（以下「協議会」という。）は、埼玉

県東部地区の給食センター運営について、会員相互の連絡を密にし、協議を行い、給

食センター運営の向上に資するとともに学校給食の進展を図ることを目的とする。 

 

 

２ 事業の内容 

（１）会議 

 （２）先進地施設等の視察研修 

 （３）給食用物資の調査及び研究 

 

 

３ 補助金及び決算の状況 

加須市は、埼玉県東部地区学校給食センター運営協議会会則に基づき、協議会の運

営及び協議会が実施する事業に要する経費に対し、負担金として１５千円を支出して

いる。 
なお、平成 24 年度は加須市が幹事として会計事務を行った。 

 

 

４ 監査の結果及び意見 

（１）負担金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は概ね適正に行われていると認

められた。 

（２）繰越金の増加を踏まえ、平成２５年度から負担金を減額することとしている 

が、引き続き事業実績等を踏まえ、常に見直しを行うなど適切に団体の管理運営 

に努められたい。 

 

 


